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令和７年度 日出町上下水道事業官民連携導入可能性調査検討業務 

公募型プロポーザル実施要項 

 

１．業務の目的 

日出町上下水道事業官民連携導入可能性調査検討業務（以下「本業務」という。）は、本

町における上水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業において、

今後、施設の老朽化も進む中、限られた予算及び職員の範囲で各事業のより一層の効率化及

び品質の向上のため、ウォーターPPP（管理・更新一体マネジメント方式（レベル３．５）

（上水道事業については複数年度・複数業務による民間委託（レベル１～３）を含む。）の

導入可能性について詳細に調査及び検討することを目的とする。 

 

２．概要 

（１）件名 

日出町上下水道事業官民連携導入可能性調査検討業務 

（２）業務内容 

別添１「日出町上下水道事業官民連携導入可能性調査検討業務仕様書(以下「仕様書」と

いう。)」のとおり 

（３）業務期間 

契約締結日の翌日から令和８年３月１３日（金）まで 

（４）提案上限額 

４０，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

ただし、この金額は予定価格を示すものではない。 

 

３．参加資格 

（１）本プロポーザルに参加する提案者（以下「提案者）という。）（複数団体による連合体

（以下「共同企業体」という。）又は単体法人とする。共同企業体の構成員を含む。）は、

次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

１．日出町競争入札参加有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）に登録されてい

ること又は有資格者名簿に未登録の者は、次に掲げる書類を提出できる者であること。 

ア．印鑑証明書 

イ．登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

ウ．国税及び地方税等の納税（完納）証明書 

エ．財務諸表又は決算書、青色申告書又は確定申告の写し 

２．指名停止期間中の者でないこと。 

３．地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 
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４．会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。ただし、更生手続開始の決定を受けた者を除く。 

５．民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。ただし、再生手続開始の決定を受けた者を除く。 

６．経営者等（法人にあっては役員、支配人又は営業所の代表者、個人にあってはその者

をいう。）が、暴力団関係者（暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）、

暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員と

交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると

認められる企業若しくは団体をいう。）でない者であること。 

７．本業務実施にあたり、以下に掲げる技術者を配置できる者であること。なお、配置す

る各技術者は兼務できない。また、提案者と直接的な雇用関係にある者であること。 

ア．管理技術者及び照査技術者 

技術士法（昭和５８年法律第２５号）に規定する技術士（総合技術監理部門（上水道及

び工業用水道）、総合技術監理部門（下水道）、上下水道部門（上水道及び工業用水道）又

は上下水道部門（下水道）のいずれかの部門）、RCCM（［上水道及び工業用水道部門］又は

［下水道部門］のどちらかの部門）、公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）に規定

する公認会計士又は経営学修士（MBA）の学位を有するもの。ただし、管理技術者と照査

技術者とで異なる専門であること。 

 

(２)共同企業体の資格要件 

１．共同企業体の結成要件は、次のとおりとする。 

（ア）共同企業体が複数の企業により自主的に結成されたものであること。 

（イ）共同企業体の代表者は、出資比率が最大であること。 

（ウ）各構成員が、本業務において参加する他の共同企業体の構成員でないこと。 

（エ）各構成員が、本業務において単独企業として参加していないこと。 

２．共同企業体の代表者を、プロポーザルに参加する代表者とすること。 

３．共同企業体の構成員は、その分担業務ごとに、担当技術者を配置するものとし、共同

企業体の代表者が、管理技術者及び照査技術者を配置すること。 

 

４．事務局（担当課） 

〒８７９－１５９２ 

大分県速見郡日出町２９７４番地１ 

日出町上下水道課 担当：小石、河野
か わ の

 

電話 ：０９７７－７３－３１７０ 

E-MAIL ：jyougesui-001@town.hiji.lg.jp 
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５．実施スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。なお、都合により日程を変更す

る場合がある。 

 項 目 期間等 

１ 公告（日出町 H.P.へ要項等掲載） 令和７年５月２１日（水） 

２ 質問書の提出期間 令和７年５月２１日（水）～２８日（水） 

３ 質問書に対する回答 令和７年６月 ２日（月） 

４ 参加表明書の提出期限 令和７年６月 ４日（水） 

５ 参加資格審査結果の通知 令和７年６月１１日（水） 

６ 企画提案書の提出期間 令和７年６月１２日（木）～ 

令和７年６月２５日（水） 

７ 事前審査結果の通知 

（参加者多数の場合のみ） 

令和７年７月 ４日（金） 

８ 企画提案（プレゼンテーション等） 令和７年７月１１日（金） 

９ 本審査結果の通知 令和７年７月１６日（水） 

９ 契約協議・見積書徴収・契約締結等 令和７年７月１７日（木）～３１日（木） 

 

６．参加手続き 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次による参加表明書等を提出することとする。

ただし、共同企業体にあっては、様式２に代えて様式２－１を使用するとともに構成員の間

で交わされた契約書、覚書又は協定書等の写しを提出することとする。 

（１）提出書類 

１．プロポーザル参加表明書（様式２）又は（様式２－１） 

２．会社概要（様式２－２） 

３．業務実績調書（同種業務）（様式２－３） 

４．業務実施体制（様式２－４） 

５．配置予定技術者調書（管理技術者）（様式２－５） 

６．配置予定技術者調書（照査技術者）（様式２－６） 

７．配置予定技術者調書（担当技術者）（様式２－７） 

８．配置予定技術者の資格等を証明するものの写し 

※有資格者名簿に未登録の者は、３．（１）１．ア～エに掲げる書類を合わせて提出する

こととする。 

（２）提出方法 

件名を「日出町上下水道事業官民連携導入可能性調査検討業務参加表明【事業者名】」と

し、提出書類を PDF化したデータを電子メールに添付して提出することとする。 
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電子メール以外の提出は受け付けないものとする。なお、本町のメールを受信できる容量

制限は 10MBであるため、上限を超える場合はファイル送信サービス等を使用して提出する

こととする。 

（３）提出期限 

令和７年６月４日（水）午後５時までとする。 

（４）参加資格審査結果の通知 

参加資格結果は、令和７年６月１１日（水）に全参加表明者に対して、電子メールにて通

知する。 

なお、参加資格結果通知書により参加が認められなかった者は、記載された内容について

疑義がある場合、当該通知を受けた日の翌日から起算して５日以内において書面（様式は任

意）により説明を求めることができるものとする。 

（５）参加の辞退 

参加資格審査結果通知書により、参加の要請を受けた者が辞退する際は、辞退届（様式３）

を電子メールに添付して提出することとする。 

 

７．質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問及び回答は、次のとおりとする。 

（１）質問の方法 

質問書（様式１）に記入し、件名を「日出町上下水道事業官民連携導入可能性調査検討業

務質問【事業者名】」とし、PDF化した電子データを電子メールに添付して提出すること。   

電子メール以外の質問は受け付けないものとする。なお、本町のメールを受信できる容量

制限は 10MBであるため、上限を超える場合はファイル送信サービス等を使用して提出する

こと。 

（２）受付期限 

令和７年５月２８日（金）午後５時までとする。 

（３）質問に対する回答 

令和７年６月２日（月）に質問者の名称等を伏せた上で、質問要旨及び回答を日出町ホー

ムページに掲載する。なお、質問に対する回答は、実施要項を補足・修正するものとして取

り扱うものとする。 

 

８．企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

企画提案書及び企画書（以下「企画提案書等」という。）は、次のとおり提出することと

する。なお、企画書の様式は２、３及び５については指定様式なしとする。 

１．企画提案書（様式４） 

２．業務工程計画（指定様式なし） 
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３．業務実施方針、業務手法、その他（業務委託に対する意見、提案等）（指定様式なし） 

４．参考見積書（様式５） 

５．見積内訳書（上記見積書の内容）（指定様式なし） 

（２）提出方法 

 日出町上下水道課へ持参又は書留郵便等追跡調査のできる方法により提出することとす

る。 

 ※郵便の場合は提出期限日必着とし、持参の場合は、土・日・祝日を除く、午前８時３０

分から午後５時までとする。 

（３）提出期間  

 令和７年６月１２日（木）から令和７年６月２５日（水）まで 

 (４)その他 

１．提出期限後の提出書類の差し替え及び再提出は原則認めない。ただし、組織変更等、

やむを得ない場合の業務実施体制の変更については可とする。 

２．企画提案書等の記載内容は、全て本業務における実施義務事項として事業者が提示し、

契約するものであることに留意すること。 

３．見積内訳書は、本業務に要する経費について、仕様書による各業務及び提案内容に基

づき、適正に積算し、内訳を示すこととする。また、見積内訳書の合計金額には消費税

及び地方消費税額を含めることとする。 

 

９．企画提案書の作成要領 

企画提案書は、別添２「日出町上下水道事業官民連携導入調査検討業務企画提案書等作成

要領」に基づき作成すること。 

 

１０．審査に係る事項 

 審査方法、審査項目、審査内容、審査基準、契約候補者の決定方法等は、以下のとおりと

する。 

（１）審査方法及び契約候補者の決定方法 

各提案者から提出された企画提案書等をもとに、提案内容の詳細説明及び質疑・確認のた

めヒアリング及びプレゼンテーション（以下「プレゼンテーション等」という。）を開催し、

日出町上下水道事業官民連携導入可能性調査検討業務に関する日出町プロポーザル審査委

員会「以下「委員会」という。」による審査、評価、採点及び順位の決定を行い、採点の合

計点により最高点の者から順次順位を決定し、最高位者を契約候補者とする。なお、同点の

場合は、委員会の協議により決定する。 

また、参加者多数の場合は事前審査（書類審査）を行うものとする。 

（２）審査項目、審査内容及び審査基準 

審査は、別添３「日出町上下水道事業官民連携導入調査検討業務審査項目、審査内容及び
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審査基準」に基づき審査を行うものとする。 

１２．プレゼンテーション等の開催 

（１）プレゼンテーション等開催日 

令和７年７月１１日（金）午後（予定） 

（２）場所 

提案者に別途通知する。（日出町役場内での開催を予定） 

（３）時間 

１提案者につき３０分程度（準備・片付け５分程度、プレゼンテーション２０分、質疑１

０分程度）とする。 

（４）順番 

企画提案書提出日時の早い者から順に行うものとする。 

（５）出席者 

１．１提案者につき最大４名までとする。 

２．説明者は、原則として配置予定技術者等の中から選任することとする。 

（６）留意事項 

１．プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づいた説明を行うものとし、追加提

案や追加資料の配付は認めないものとする。 

２．パソコン・プロジェクター等による説明は許可する。プロジェクター、電源、スクリ

ーン、HDMIケーブル、DVIケーブルは本町で用意する。 

３．プレゼンテーションの制限時間は２０分とし、提案の途中であっても２０分を経過し

た時点で提案は終了とする。なお、終了の５分前（１５分経過時点）及び１分前（１９

分経過時点）に事務局がベル等で合図を行うものとする。 

４．プレゼンテーション等は提案者ごとに個別で行い、非公開とする。 

５．詳細の日時等については別途提案者に通知するものとする。 

 

１３．審査結果に係る事項 

（１）事前審査結果の通知 

事前審査結果は、令和７年７月４日（金）に企画提案書提出者全てに次の内容を電子メー

ルで通知する。 

なお、事前審査結果通知書により提案が不採用となった者は、記載された内容について疑

義がある場合、当該通知を受けた日の翌日から起算して５日以内に書面（様式は任意）によ

り説明を求めることができるものとする。 

１．事前審査結果の内容 

２．事前審査通過者の評価点（事業者名は非公表） 

３．当該事業者の評価点 
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（２）本審査結果の通知 

本審査結果は、令和７年７月１６日（水）にプレゼンテーション等参加者全てに次の内容

を電子メールで通知する。 

なお、プロポーザル審査結果通知書により提案が不採用となった者は、記載された内容に

ついて疑義がある場合、当該通知を受けた日の翌日から起算して５日以内に書面（様式は任

意）により説明を求めることができるものとする。 

１．本審査結果の内容 

２．本審査参加者の評価点（事業者名は非公表） 

３．当該事業者の評価点 

 

１４．失格 

 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）参加資格要件を満たさなくなった場合 

（２）委員会の委員及び事務局関係者に直接、間接を問わずプロポーザルに関して不正な接  

触又は要求をした場合 

（３）審査の公平性に影響を与える行為があったと審査委員会が認めた場合 

（４）本要綱の規定に違反すると町長が認める場合 

（５）指定する様式によらないほか、提出書類に関して次のいずれかに該当する場合 

１．提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

２．記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

３．虚偽の記載があるもの（契約締結後に事実関係が判明した場合においても、同様とする。

（６）見積金額が提案上限額を上回る額であった場合 

（７）やむを得ない事由によるものを除き、プレゼンテーション等を欠席した場合 

 

１５．契約等に関する事項 

 契約候補者の選定後、以下の手順により事務を行うものとする。 

（１）仕様の協議、確定及び仕様書の作成 

実施要項に定めた仕様及び企画提案書等の内容に基づき、特定した契約候補者と協議し、

当該業務の仕様等を確定し、仕様書（以下「契約仕様書」という。）を作成するものとする。 

（２）予定価格の決定 

日出町契約事務規則（平成２６年規則第１５号）第４３条の規定により予定価格の決定に

関する事務を行うものとする。 

（３）見積書の徴取 

契約仕様書に定める業務内容により見積書を徴取する。ただし、契約金額は、契約候補者

が提出した参考見積書の金額を上限とする。なお、随意契約に係る協議の際に本町の指示に

よる内容変更が生じた場合はこの限りではない。 
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（４）次順位者との協議 

契約候補者との協議が調わない場合は、次順位者との協議に移行するものとする。 

（５）契約の締結 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号による随意契約とする。 

 

１６．その他 

前各項のほかプロポーザルの実施に関し必要な事項は以下のとおりとする。 

（１）本プロポーザルに要する経費は、全て参加者の負担とする。 

（２）提案者が１者のみの場合は、原則として、本プロポーザルを無効として取り止めるも

のとする。 

（３）提出された書類は返却しないものとする。ただし、このプロポーザルにかかる審査以

外の目的には無断で使用しないものとする。 

（４）提出された企画提案書等について、日出町情報公開条例（平成１２年日出町条例 

第２４号）の規定に基づく公開請求があった場合には、対象文書として当該条例の規定に

基づき公開（又は部分公開）するものとする。 

（５）企画提案書等に著作権、肖像権を有する画像、地図等を使用する場合は、提案者の責

において許諾を得た上で掲載することとする。 

（６）電子メールの通信事故及び書類等の郵送・配送の途中の事故（郵送・配送の遅延を含

むものとする。）については、本町はいかなる責任も負わないものとする。 

（７）本要項に定めのない事項については、本町及び審査委員会において協議の上決定する

ものとする。 

 


